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質問 回答

1
契約書について、受注者の指定する書式でよいか。
発注者の指定書式がある場合、事前に確認すること
は可能か。

契約書については受注者が作成した書式で協議させて
いただきます。

2

受注者の責と考えにくい事情（感染症、戦争、急な半
導体不足等の社会情勢等）で納期に間に合わない
場合、損害賠償や賃貸借期間変更等の協議に応じ
ることはできるか。

ご質問のようなケースでは別途協議の必要があると考
えます。現段階での回答は保留とします。

3
機器のデータ消去は、撤去後に受注者指定場所で
の消去でよいか。またソフトウェアによる消去でもよ
いか。

可能とします。
（仕様書どおり、消去証明書は必要です。）

4

予算等の都合により契約が解除となった場合、残賃
貸借料の精算について協議に応じることはできる
か。また、過去に同等の契約について変更または解
除となった実績はあるか。

受注者に損害が生じる場合には損害賠償の請求ができ
る旨仕様書に記載しており、賃貸借料の精算について
はこれに該当すると思われます。なお、過去５年間に同
様の契約が解除されたようなケースはありません。

5

仕様書の保守業務について、契約後１年間となって
いるが、残りの保守についてはリース会社は対応不
要で、保守責任もなく、費用も発生しないという認識
で良いか。

契約不適合責任、リコール等、一般的に契約行為に
伴って生じるものは別として、１年経過後の保守につい
ては別発注する予定であるため、以後の保守について
はリース会社は対応不要で、特段の責任や負担は生じ
ないものと考えます。

6

契約期間満了後は返却とあるが、弊社指定先まで
返却できるのか。受注者にて引き上げの場合、引き
上げの状態（ケーブル等を外し一カ所にまとめた状
態）からの撤去になるのか。また、撤去の際、エレ
ベーター・台車の使用は可能か。

引き上げは受注者の対応といたします。引き上げ時に
ついては、ご質問のとおりの対応といたします。なお、エ
レベーター、台車の使用は可能です。
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